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雑

録

漁
船
田
遭
難
に
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て

議

主君

組
舶
の
遭
難
に
就
い
て

捻

-1
 

1
 
虎

一

緒

言

漁
業
は
他
の
産
業
に
比
し
て
自
然
的
傑
件
に
支
配
さ

る
、
機
曾
が
多
い
が
、
主
(
主
た
る
原
因
は
、
海
洋
放
態

の
麺
化
及
気
象
の
剖
型
化
に
基
〈
も
の
で
あ
る
。
前
者
は

漁
業
の
目
的
物
た
る
海
洋
生
物
の
費
生
、
繁
殖
、
生
長

並
に
集
散
の
直
接
原
因
を
な
し
、
後
者
は
主
正
し
て
、

漁
傍
作
業
を
困
難
又
は
不
可
能
な
ら
し
め
、
或
は
漁
業

要
具
た
る
漁
般
漁
具
を
破
壊
、
流
失
せ
し
め
、
乗
組
漁

夫
の
生
命
を
失
は
し
む
る
機
曾
を
作
る
ご
共
に
、
他

面
、
魚
群
の
集
散
に
封
じ
直
接
間
接
の
閥
係
を
有
し
て

ゐ
る
o

而
て
、
之
等
は
集
っ
て
漁
業
経
替
を
し
て
危
険

な
ら
し
む
る
自
然
的
俊
件
を
成
す
も
の
で
あ
る
が
、
之

等
の
問
題
に
閲
す
る
統
一
的
研
究
は
之
を
他
日
に
譲

号
、
此
彪
に
は
間
早
に
気
象
の
麗
化
殊
に
暴
風
等
の
資
生

(
第
三
貌
}
三
恩

の
た
め
に
生
や
る
漁
般
遭
難
の
一
事
貨
を
捉
へ
、
我
岡

沿
岸
並
に
逗
海
に
於
げ
る
英
生
起
の
度
数
、
分
布
の
朕

態
を
計
数
に
従
っ
て
考
察
し
、
以
っ
て
漁
業
が
自
然
的

保
件
の
一
た
る
天
候
に
支
肥
き
る
、
程
度
の
一
面
を
窺

っ
て
見
た
い
芭
思
ふ
。

我
園
の
漁
業
に
於
い
て
も
、
最
近
畿
動
機
舶
の
利
用

増
加
し
、
漁
…
噛
の
改
良
、
準
歩
の
傾
向
を
認
め
得
な
レ

で
は
な
い
が
、
之
を
金
歯
ご
し
て
観
れ
ば
、
奮
套
を
脆

せ
宇
、
一
葉
舟
に
神
す
小
規
模
の
漁
業
が
、
其
大
部
分

を
上
口
な
る
を
以
っ
て
、
一
朝
、
暴
風
の
襲
来
す
る
に
曾

す
れ
ば
、
忽
も
顛
覆
、
沈
夜
、
破
壊
、
流
夫
、
漂
流
、

行
衛
不
明
等
の
惨
事
を
惹
起
し
、
一
拍
員
の
負
傷
、
死
己

等
を
見
る
に
至
る
可
古
事
は
想
像
に
難
か
ら
ざ
る
所
で

あ
る
。
而
て
、
之
等
危
険
に
透
過
す
る
機
曾
多
言
漁
船

は
、
大
部
分
の
漁
業
者
に
ご
っ

t
は
殆
ん
ど
暁
一
の
資

本
、
資
産
で
あ
り
、
稿
、
大
規
模
に
漁
業
を
経
替
す
る

者
に
於
い
て
も
其
漁
具
ご
共
に
投
下
資
本
の
重
要
部
分

を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
が
む
失
は
彼
等
の
業
務

上
の
支
障
の
み
な
ら
十
生
活
を
脅
威
す
る
こ
さ
極
め
て

大
な
る
も
の
が
あ
る
さ
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
、
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九
巻
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従
来
、
此
等
の
災
害
を
防
止
し
、
或
は
業
れ
る
損
害
を

分
散
せ
し
む
る
に
必
要
な
る
諸
方
策
が
水
産
蛍
局
者
又

は
民
間
漁
業
者
間
に
於
い
て
常
に
考
慮
Z
れ
来
っ
た

所
で
、
例
へ
ば
、
避
難
港
の
設
置
、
般
国
場
の
完
備
、

気
象
議
報
並
に
主
(
通
信
機
関
の
完
成
、
漁
舶
保
険
、
漁

業
者
の
遭
難
保
険
或
は
遭
難
漁
業
者
救
他
資
金
の
積
立

等
が
即
も
之
で
あ
る
。
勿
論
、
此
等
諸
施
設
、
諸
方
策

の
必
要
な
る
事
は
言
ふ
迄
も
な
い
所
で
あ
る
が
、
此
等

が
、
放
果
多
〈
賞
行
さ
れ
ん
が
た
め
に
は
、
先
づ
其
目

的
た
る
漁
船
の
遭
難
の
事
賞
が
問
明
壮
一
ら
る
、
事
を
以

つ

τ其
第
一
の
要
件
ご
す
る
。
材
料
の
不
足
、
計
数
資

料
蒐
集
の
不
便
に
加
へ
て
、
未
熟
な
る
研
究
方
法
を
以

っ
て
せ
る
本
稿
は
決
し
て
右
の
要
件
を
満
足
し
得
る
も

の
で
は
な
い
が
、
此
方
面
の
研
究
の
省
み
ら
れ
ぎ
る
今

日
、
其
概
要
を
記
L
T
、
識
者
の
高
殺
を
仰
ぎ
た
い
ご

思
ふ
o計

数
は
主
ご
し
て
之
を
第
十
入
次
乃
至
第
二
十
七

次
農
商
務
統
計
よ
り
得
た
が
、
後
に
至
っ
て
、
水

産
局
刊
「
漁
般
遭
難
統
計
」
二
冊
の
あ
る
事
を
知

h
、
之
を
参
考
し
て
多
大
の
便
宜
主
得
た
。

雑

録

「
漁
般
遭
難
統
計
」
の
第
一
冊
は
明
治
三
十
五
年
乃

至
大
正
元
年
、
第
斗
冊
は
大
正
元
年
乃
至
大
正
十

年
の
事
賞
を
牧
h
u
。
但
、
同
書
に
就
い
て
少
し
〈

疑
問
な
る
は
、
余
が
、
年
々
の
農
商
務
統
計
よ
り

蒐
計
せ
る
も
の
ご
合
計
数
に
於
い
て
合
致
し
な
が

ら
地
方
別
の
値
に
於
い
て
屡
々
異
る
事
で
あ
る
o

同
書
が
、
計
数
の
出
所
、
芸
他
に
就
い
て
何
等
記

す
所
が
な
い
か
ら
、
之
を
農
商
務
統
計
=
如
何
な

る
閲
係
を
有
す
る
も
の
か
、
知
る
事
が
出
来
な

い
。
従
っ
て
、
全
部
の
材
料
は
上
述
の
遁
h
、
農

商
務
統
計
に
依
り
、
芸
材
料
を
得
ら
れ

g
b
L大

正
十
年
の
分
の
み
、
水
産
局
刊
行
の
も
の
に
依
つ

フ
旬
。

右
の
書
は
、
大
阪
府
爆
の
問
中
林
三
氏
の
厚
意
に

依
h
見
る
を
得
た
も
の
で
、
此
機
舎
に
於
い
て
岡

氏
に
深
く
戚
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

計
数
を
全
ぺ
て
表
示
す
る
こ
己
、
、
園
表
を
示
す

こ
ご
、
は
統
計
研
究
上
必
要
の
事
で
あ
h
、
贋
佐

多
か
ら
し
む
る
方
法
で
あ
る
が
、
固
表
Z
計
数
t

ee以
一
っ
て
貴
重
の
紙
面
を
埋
む
る
事
を
遊
〈
る
た

第
十
九
巻
{
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雑

錐

漁
船
白
蓮
躍
に
就
い
て

第
十
九
巻

め
に
、
其
結
果
を
示
す

rり
に
止
め
、
原
計
致
、

曲
線
岡
等
は
金
、
へ
て
之
を
省
略

L
化
、
議
者
の
諒

恕
を
乞
は
ね
ば
な
ら
ぬ
所
で
あ
る
o

=
、
漁
船
遭
難
の
概
要

一
般
に
漁
舶
の
遭
難
ご
し
て
考
へ
ら
れ
て
お
る
の

は
、
沖
合
出
漁
中
の
漁
船
の
難
破
、
深
沈
等
で
あ
る

が
、
官
麻
統
計
が
一
避
難
ご
し
て
計
上
し
て
お
る
も
の

は
、
皐
に
此
等
の
み
で
は
な
〈
、
乗
組
員
な
〈
、
繋
留

叉
は
陵
岸
に
引
揚
げ
あ
ら
し
漁
船
が
暴
風
の
襲
来
の
た

め
に
破
壊
流
失
等
の
損
害
を
受
げ

L
場
合
を
、
も
合
む
の

で
あ
る
o

従
っ
て
、
斯
か
る
方
法
を
以
っ
て
一
一
般
に
被

害
漁
船
ぞ
計
上
す
れ
ば
全
国
に
於
け
る
漁
船
の
被
害
並

に
損
害
程
度
を
確
h
刑
す
る
事
を
得
る
か
ら
、
漁
業
経
倍

統
計
上
或
は
漁
航
保
険
の
根
機
資
料
ご
し
て
は
極
タ
て

便
利
で
あ
る
ご
共
に
、
漁
船
遭
難
に
件
ふ
漁
夫
の
死
む

率
北
九
他
の
算
定
に
就
い
て
は
此
等
を
瓜
別
l
て
考
へ
ね

ば
な
ら
品
必
要
が
あ
る
o

今
、
遭
難
漁
献
を
実
遭
難
の

性
質
に
従
っ
て
之
を
類
別
し
、
年
々
の
務
化
を
見
る
矯

め
に
計
数
整
理
の
結
果
を
悲
戸
、
れ
ば
次
の
如
〈
で
あ

玄

ω

。

廿
一
ヶ
年

合

計

算
術
平
均

比

率
中

位

動

標
準
備
倍

分
散
係
監

(
第
三
規
一
三
ハ
)

四
四
四

4也
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「
其
他
」
と
あ
る
は
、
漂
流
、
火
災
、
街
担
、
也
礁
、
捌
坐
轄
に
依

て 民 包 る
あ 蕗直
るにiIt
。*;Zで

"あ散
る

係。
亜主
」

と
は

口
S 
R 
0 

0 
ロ
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向

島
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E 
p 

<D 

言問

右
に
依
っ
て
明
な
る
が
如
〈
、
明
治
三
十
四
年
以
降

大
正
十
年
に
至
る
二
十
一
ヶ
年
聞
の
漁
船
遁
難
教
は
、

合
計
、
二
一
、
五
一

O
隻
、
年
算
術
平
均
一
、

O
二
四
隻

で
め
る
o

而
て
之
を
原
表
に
就
い
v

て
見
る
に
、
そ
の
最

も
少
い
年
は
五
六
一
隻
(
明
治
四
十
一
年
)
、
最
も
多

ν
年
が
一
入
三
五
隻
(
大
正
二
年
)
で
・
最
多
の
年
は
最

少
の
年
の
約
三
・
四
倍
に
営
る
が
如
、
き
著
し
き
差
を
示

し
て
ゐ
る
。
阪
に
標
準
偏
傍
又
は
分
散
係
数
の
値
よ
り

窺
ひ
得
る
が
如

f
、
年
々
の
遭
難
数
の
麓
動
は
極
め
て 言f
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大
で
あ
っ
て
、
平
均
的
に
見

t
、
算
術
平
均
の
三
四
・

六
似
の
愛
化
の
存
す
る
こ
己
を
知
る
の
で
あ
る
。
従
つ

τか
、
る
鎚
動
大
な
る
値
の
算
術
平
均
は
決
し
て
異
相

を
語
る
も
の
で
は
な
〈
、
年
平
均
親
し
得
守
へ
き
は
寧
ろ

中
位
数
日
丘
一

E
の
九
四
九
隻
で
あ
る
Z
言
は
ね
ば
な

ら
向
。
街
確
賞
な
ら
し
め
る
潟
め
に
、
中
位
数
(
明
治

三
十
九
年
が
之
に
嘗
る
)
の
前
後
二
ヶ
年
、
合
訂
五
ク

年
聞
の
算
術
平
均
を
求
h
u
れ
ば
九
四
三
隻
を
一
ボ
し
、
中

位
数
ご
大
差
は
な
〈
、
算
術
卒
均
に
比
す
れ
ば
七

O
徐

隻
の
差
を
存
し
て
ゐ
る
。
郎
も
、
毎
年
普
通
に
起
hr
得

ヰ
習
遭
難
漁
船
数
は
九
五
O
隻
内
外
Z
見
て
大
な
る
諜

を
な
す
も
の
で
な
い
こ
有
へ
ら
れ
る
o

真
に
此
等
年
々

の
遭
難
数
を
検
し
て
、
長
年
月
間
に
増
加
又
は
減
少
の

一
定
の
傾
向
を
存
す
る
や
否
や
を
見
る
に
、
長
期
愛
読

傾
向

R
E
F
H
R
S仏
の
如
き
は
.
会
〈
之
を
創
る
こ
さ

を
得
争
、
年
々
の
値
命
愛
化
は
、
主
(
年
の
事
情
郎
も
、

遭
難
原
因
生
起
の
度
数
並
に
其
カ
の
強
弱
に
感
じ
て
増

減
す
る
も
の
ご
推
知
3
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
少
〈
も

此
の
研
究
に
用
ひ
た
材
料
の
範
国
内
に
於
い
て
は
人
錫

の
よ
〈
、
遭
難
を
防
止
し
、
之
を
減
少
せ
し
め
来
っ
た

雑

録

漁
船
田
遭
難
に
就
い
て

様
な
事
賞
を
窺
ふ
こ
ご
は
出
来
な
い
。

次
に
、
年
々
卒
均
九
四

O
隻
徐
の
数
を
示
す
遭
難
漁

師
仰
に
就
い

τ、
之
を
遭
難
の
性
質
よ
h
分
っ
て
見
れ
ば

勿
論
、
年
に
依
b
其
内
容
を
異
に
す
る
け
れ
ど
も
、
卒

均
的
に
見
て
破
壊
の
厄
に
過
ふ
も
の
最
も
多
〈
、
会
放

の
四
七
・
九
弱
、
顛
覆
沈
渡
す
る
も
の
二
六
・
九
%
、
而

て
、
行
衛
不
明

Z
L
て
絡
に
遭
難
舶
の
形
骸
に
接
し
得

F
る
も
の
は
全
数
の
七
・
六
M

刊
に
過
ぎ
な
い
。
其
他
右

に
示
す
が
如
、
き
稀
々
の
事
故
の
斜
め
に
費
生
す
る
遭
難

が
一
七
・
三
折
正
す
れ
ば
、
遭
難
の
内
容
を
な
す
も
の

は
、
主
ご
し
て
、
破
壊
、
頗
援
、
沈
波
等
で
あ
っ
て
会

慢
の
八
五
M

刊
を
占
h
u
る
事
ぜ
な
る
o

阪
に
述
べ
た
様

、
に
、
上
記
の
遭
難
漁
舶
中
に
は
漁
夫
の
乗
組
め
る
も
の

Z
然
ら
43
る
も
の
正
が
あ
る
o
今
岡
者
が
如
何
な
る
割

合
を
な
[
て
お
る
か
を
見
る
に
弐
の
如
〈
で
ゐ
る
。

(
明
治
三
五
年
乃
至
大
正
五
年
の
一
五
ヶ
年
の
事
質
)

乗
組
員
有

乗
組
員
有

と
同
惜
敗
L
C

白
比
ヰゴ豆一

A
2

一-A出

乗
組
員
無

ユ‘五一一
一世円七

綿、

亜E

平合

実ヨ 昔十

一、Z
D口

A
ニロ

回
、
合
一

九
八
也

第
十
九
巻

(
第
三
腕
一
三
七
)

四
四
五



雑

錐

漁
船
田
遭
難
に
就
い
て

標
準
偏
侍

分
散
保
勘

千
五

回・ヨ同

却
も
右
の
結
果
に
依
れ
ば
、
会
遁
難
漁
鋤
中
、
乗
組

員
ゐ
る
も
の
は
平
均
入
三
・
人
労
を
占
め
、
曲
借
り
、
一

六
・
二
弱
が
、
乗
組
員
な
き
遭
難
漁
船
で
あ
る
。
従
つ

τ遭
難
漁
船
主
し
て
官
蕗
統
計
に
血
中
げ
ら
れ
る
も
の
、

大
部
分
は
、
出
漁
中
の
遁
難
ご
見
倣
し
て
差
支
へ
な
い

の
で
あ
る
。

最
後
に
、
年
々
遭
難
す
る
漁
船
が
、
委
闘
の
現
在
漁

船
数
に
比
し
幾
何
の
制
令
を
な
す
も
の
か
を
知
る
潟
め

に
、
現
在
漁
船
数
を
知
り
得
た
る
明
治
三
十
人
年
乃
至

大
正
八
年
の
一
五
ヶ
年
の
事
賞
に
徴
す
る
に
、
邸
主
、

漁
船
遭
難
率
正
し
て
考
へ
ら
る
可
き
も
の
は
、
大
韓
、

7
コ
二
為
乃
至
四
・
四
九
え
の
聞
に
在
つ

τ、
其
算
術

平
均
は
、
二
・
二

O
Zで
あ
る
。
之
に
依
っ
て
見
れ
ば
、

我
園
沿
岸
、
返
海
に
於
げ
る
年
々
の
遭
難
数
は
漁
船
現

在
数
千
隻
に
謝
し
二
隻
の
制
合
を
な
す
の
で
あ
る
。

(
第
三
腕
一
三
八
)

要
之
、
遭
難
漁
般
教
は
、
毎
年
九
五

O
隻
内
外
Z
見

倣
す
可
(
、
而
て
、
之
を
現
在
漁
般
敷
よ
り
見
れ
ば
、

大
約
其
ニ
認
に
営
h
J
、
又
遭
難
の
積
類
よ
り
す
れ
ば
、

破
壊
さ
る
、
も
の
最
も
多
〈
、
会
遭
難
漁
舶
の
四
七
・

九

μ
、
顛
覆
叉
は
沈
浸
す
る
も
の
は
二
六
・
九
係
で
あ

っ
て
之
に
次

f
o
一
見
に
漁
船
に

L
て
、
乗
組
員
な
く

L

て
遭
難
の
厄
に
泡
ふ
も
の
は
一
六
M
W
僚
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
か
ら
如
上
の
遭
難
漁
船
の
大
部
分
は
舶
鶴
吉
共

に
乗
員
の
遭
難
す
る
も
の
さ
考
へ
ら
れ
る
o

三
遭
難
の
季
節
的
稜
化

肢
に
謹
ぺ
忙
如
〈
、
漁
舶
の
遭
難
は
衝
突
、
火
災
、

坐
礁
等
の
特
殊
な
原
因
に
依
る
も
の
は
少
〈
、
大
概
、

直
接
暴
風
の
た
め
に
顛
媛
、
沈
浸
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
遭
難
め
季
節
は
暴
風
の
季
節
で
め
る
こ
子
宮
想
像

す
る
の
は
決
し
て
困
難
な
こ

Z
で
は
な
い
。
以
下
、
賞

際
の
計
数
に
従
つ

t
之
を
審
に
し
た
い

uz思
ム
。

第
十
九
巻

四
回
大

最

9
1
1最
多

算

術

平

均

一

月

二

月

三

月

四

月

五

六

月

七

H

λ

九

月

十

月

十

一

月

十

二

月

一五
l
l
一
充
足
先
口
孟
コ
宗
一

A12一
回
一
一
一
一
-
一
吾
一
九

1122
七
|
一
美
一
台
l
l
享
二
一
一

1
圭
一
着
目
百
元
一
き
売

1
2口内

蓋・
2

問
自
ら
き
ら
丸
一
一
・
王
室
・
四
吾
・
古
田
均
・
旦
品
目
・
ロ
コ
コ
瓦
・
回
全
・
凡
主
主
一
口
守
口

月

月



中

位

殿

中
性
監

E
中
心
と

L
て
E
ヶ
年
平
均

右
の
表
よ
り
観
取
し
得
る
が
如

f
、
同
一
月
で
ゐ
つ

一
て
も
遭
難
数
の
援
動
は
定
り
な
〈
、
最
少
、
最
多
の
差

は
著
し
〈
大
で
4

わる
o

例
へ
ば
六
月
を
採
っ
て
見
る
に

三
七
年
に
は
僅
に
五
隻
に
過
ぎ
な
い
も
の
が
、
四
四
年

に
は
三
四
七
隻
な
る
が
如
、
主
、
年
々
の
動
揺
は
決
し
て

少
〈
は
な
い
の
で
ゐ
る
。
従
っ
て
斯
か
る
場
合
に
其
月

の
算
術
平
均
を
採
っ
て
之
を
其
月
に
生
起
し
得
ぺ
き
遭

難
教
の
蓋
然
備
官
o
g
E
n
g
-
z
o
z
す
る
事
は
困
難

で
あ
り
、
又
無
意
味

ω冊
聞
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、
寧
ろ

中
位
数
を
採
っ
て
共
月

ω特
徴
£
す
る
方
が
事
賞
に
近

い
も
の
、
様
に
考
へ
ら
れ
る
。
上
表
に
於
い
て
中
位
数

を
示
し
、
倫
中
位
数
の
前
後
二
ヶ
年
郎
も
中
位
敷
を
中

心
ご
す
る
五
ヶ
年
の
算
術
卒
均
を
示
し
た
の
は
、
買
に

斯
か
る
理
由
に
基
〈
も
の
で
ゐ
品
。

中
位
数
よ
h
判
断
す
れ
ば
、
毎
月
普
過
に
起
り
得
ぺ

き
遭
難
漁
般
の
款
は
一
入
乃
至
入
七
隻
の
聞
に
在
る
が

兎
に
十
二
グ
月
の
中
位
敷
を
求
な
れ
ば
四
九
(
四
月
)
乃

至
五
O
隻
(
一
二
月
)
で
、
之
を
以
っ
て
毎
月
普
通
に
起
h

量望

見き

夫妻

史見

雑

録

漁
船
田
遭
難
民
就
い
て

塁塁

己 A

量吾

完全

内式
2 ' 匂

内六
両省

合主

得
ぺ
き
遭
難
数
ご
す
る
事
が
出
来
る
。
算
術
平
均
に
依

れ
ば
、
入
五
隻
を
以
つ

τ毎
月
の
蓋
然
低
古
な
す
事
e
f

得
る
が
、
之
を
以
っ
て
し
て
は
、
事
震
に
近
は
も
の
吉

見
倣
し
得
品
位
を
得
難
い
I

事
は
伎
に
通
ぺ
た
所
で
あ

る
o
今
夏
に
此
の
理
由
を
確
か
む
る
た
め
に
、
二
十
一

ヶ
年
卸
も
、
二
五
ニ
ヶ
月
に
就
い
て
頻
繁
数
表
を
作
製

し
之
に
就
い
て
見
る
に
、
ご
二
乃
至
六
円
隻
の
遭
難
数

を
示
す
は
二
五
二
ヶ
月
中
九
一
一
ク
月
郎
ち
一
二
六
・
五
二

%
で
あ
る
が
、
六
一
九
O
隻
の
遭
難
は
三
九
ヶ
月
一

-
-
一
一
%
に
過
ぎ
や
、
而
て
、
六
O
%
以
下
の
場
合
は

杢
憧
の
七
七

μ徐
で
あ
る
か
ら
之
よ
り
推
し
て
も
中
位

数
の
五
O
隻
内
外
を
以
っ
て
侍
月
後
生
す
べ
き
遭
難
数

ご
す
る
が
受
賞
で
ゐ
る
。

右
に
遁
よ
る
が
如
〈
、
五
十
隻
内
外
の
遭
難
数
は
毎
吟

月
之
を
噛
時
期
す
明
へ
き
で
あ
る
が
、
季
節
的
特
徴
古
し
て

之
以
下
に
属
す
も
の
は
一
月
乃
至
七
月
の
七
ク
月
、
以

主
な
る
は
人
月
乃
至
十
二
月
で
あ
る
。
印
も
遭
難
の
多

量
は
入
月
以
降
で
特
に
九
月
(
入
ニ
及
十
二
月
(
入
七
)

第
十
九
容

(
第
三
誠
一
一
一
一
九
)

四
四
七



雑

漁
船
白
遭
難
に
就
い
で

録

に
多
い
の
で
あ
る
o

而
て
、
六
月
(
一
八
)
及
七
月
(
一
一

二
が
一
年
中
、
最
h
遭
難

ω
少
い
時
期
で
、
三
月
及

四
月
に
比
L
一
見
に
低
い
値
を
示
し
、
一
、
三
、
五
の
三

ゲ
月
の
各
月
に
於
い
て
は
、
此
等
最
少
の
月
の
約
二
倍

の
蚊
値
を
示
す
の
で
あ
る
か
ら
、
六
、
七
の
雨
月
を
以

っ
て
特
に
遭
難
の
少
い
月
己
認
め
る
事
を
得
る
o

斯
か
る
媛
化
は
全
国
会
一
様
に
見
て
の
結
果
で
あ

る
。
気
象
上
、
各
特
徴
を
持
つ
地
方
を
同
一
に
扱
ふ
こ

Z
は
危
険
た
る
を
兎
れ
な
い
が
併
し
、
之
に
依
h
J
、
我

閤
沿
岸
に
於
け
る
遭
難
の
季
節
的
経
化
を
大
館
窺
ひ
得

る
。
真
に
詳
細
な
る
結
果
を
得
ん
が
た
め
に
は
地
方
別

に
季
節
的
接
化
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
地
方
別

に
然
か
も
月
別
に
計
数
の
n
公
表
さ
れ
た
の
は
極
め
て
最

近
の
事
に
扇
L
、
不
充
分
な
る
材
料
は
此
の
目
的
に
副

は
な
い
の
で
あ
る
o

併
し
、
極
め
て
犬
健
的
論
古

L
t

は
、
上
越
の
み
一
図
的
に
視
た
る
も
の
Z
大
差
な
い

Z
断

じ
得
ら
れ
る
様
に
考
へ
る
o

卸
ち
、
各
地
方
共
に
、
九

月
、
十
二
月
に
最
も
多
(
、
六
月
、
七
月
に
少
し
の
は

太
卒
洋
、
日
本
海
岸
の
匝
別
な
〈
其
規
を
一
に
し
て
ゐ

る
。
唯
、
北
海
道
に
於
い
て
は
、
十
二
月
も
他
の
月
に

第
十
九
巻

集

貌

四
四
λ

一
四
O
)

比
L
、
少
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
九
月
・
十
月
に
多

ν

芭
共
に
四
月
に
著
し
い
遭
難
数
を
見
る
の
は
此
の
時
期

が
天
伎
の
険
悪
な
る
時
期
で
あ
る

Z
共
に
、
蒋
鯨
山
漁

期
で
ゐ
る
が
た
め
に
、
遭
難
の
機
曾
も
多
い
結
果
正
な

ら
F
る
を
得
な
い
。

四
地
方
別
遭
難
数

年
々
の
遭
難
数
の
麹
化
及
季
節
的
礎
化
は
上
述
の
如

イ
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
、
新
か
る
備
は
我
国
沿
岸
各
臓

に
如
何
に
分
布
3
る
、
も
の
で
あ
る
か
、
換
言
す
れ
ば

如
何
な
る
地
方
に
遭
難
多
〈
如
何
な
る
地
方
に
少
い
の

で
あ
る
か
、
以
下
少
し
〈
之
に
就
い
て
研
究
を
試
み
て

見
た
い
さ
思
ふ
。

各
地
方
に
依
h
、
遭
難
敷
の
異
る
の
は
主
ご
し
て
其

地
方
の
天
候
紋
態
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
天
候
朕
態
を

同
う
し
て
も
葉
地
方
じ
行
は
る
、
漁
業
の
荷
類
、
漁
場

の
遠
近
・
避
難
治
の
有
無
、
般
国
場
の
完
備
の
程
度
、

漁
舶
の
改
良
後
遠
の
程
度
等
に
従
っ
て
著
し
〈
異
る
結

果
を
生
す
る
で
あ
ら
う
o

而
て
叉
天
候
が
主
た
る
原
因

で
あ
る
が
允
め
に
、
同
一
地
方
で
あ
っ
て
も
、
暴
風
の

襲
来
の
皮
数
並
に
強
弱
に
依
h
J
其
及
ぼ
す
結
果
を
異
に



す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
遭
難
地
方
別
の
一
表
を
見
れ
ば

本

之
を
窺
ひ
知
!
り
得
る
所
で
あ
る
。
従
っ
て
季
節
的
麗
化

を
論
守
し
場
合
Z
同
じ
〈
算
術
平
均
を
以
っ
て
し
て

は
某
地
方
の
事
賞
に
遅
い
平
均
的
遭
難
敷
を
知
号
}
芭

は
困
難
で
あ
る
か
ら
此
彪
に
は
主
ご
し
て
中
位
数
を
以

っ
て
其
地
方
の
普
通
に
生
じ
得
、
、
き
遭
難
数
古
認
め

ヲ
」
。

守
J

遭
難
敷
の
最
も
多
き
は
北
海
道
で
、
届
持
術
平
均
を
以

つ

τす
れ
ば
年
平
均
(
一

O
二
四
隻
)
の
約
二
一

μ
は
北

海
道
の
占
h
u
る
所
で
あ
る
。
其
中
山
肌
欽
一
九
一
隻
は
何

れ
の
地
方
よ
り
も
多
〈
、
他
の
地
方
中
最
も
遭
難
数
の

多
事
島
根
販
の
四
四
隻
に
比
し
約
四
倍
に
蛍
り
、
到
底

他
の
地
方
は
之
ご
比
肩
L
得
べ
く
も
な
い
。
今
、
此
等

三
七
地
方
の
順
位
を
見
る
に
、
右
北
海
道
の
一
九
一
隻

を
最
高
ご
し
、
沖
縄
の
一
隻
を
最
低
、
香
川
の
一

O
隻

を
中
位
敷
ご
す
る
。
今
、
中
位
敷
の
一
七
隻
以
上
を
示

す
地
方
を
遭
難
最
多
の
地
方
、
六
隻
以
下
の
地
方
を
最

少
の
地
方
及
此
の
雨
者
の
中
間
に
位
す
る
地
方
を
普
通

の
地
方
ご
す
れ
ば
大
館
次
の
如
く
に
区
別
す
る
事
が
出

来
る
。

雑

漁
船
白
遭
躍
に
就
い
て

録

最
多
地
方
。
北
海
道
(
一
九
二
・
島
根
(
四
四
)
て
、

長
崎
(
三
五
)
て
、
千
葉
(
二
入
)
て
、
山
ロ
(
二
七
)
可
、
和

歌
山
(
ニ

茨
城
、
宮
城
ご
七
)
、

普
通
地
方
。
愛
知
、
大
分
(
一
五
)
、
新
潟
(
一
四
)
、

一L
重
(
一
四
)
、
石
川
、
富
山
、
徳
島
二
二
)
、
高

知
、
兵
庫
三
二
、
香
川
、
溝
手
(
一

0
1
山
形
、

頑
岡
、
静
岡
(
九
)
、
調
井
、
一
神
奈
川
(
入
)
、
廃
島
、

青
森
(
七
、

最
少
地
方
。
鳥
取
、
秋
田
、
宮
崎
、
東
京
(
大
)
、

佐
賀
、
稲
島
(
五
)
、
熊
本
、
岡
山
、
大
阪
(
四
)
、

京
都
合
己
、
沖
縄
(
二
。

各
地
方
に
於
い
て
年
々
生
組
す
ぺ
き
遭
難
数

Z
L
て

卒
均
視
し
得
べ
き
品
川
は
大
陸
右
の
如
〈
で
あ
る
が
、
既

に
麗
々
遁
ぺ
た
通
り
、
遭
難
敷
の
盤
勤
は
同
一
月
に
於

レ
江
も
亦
同
一
一
地
方
に
於
い
て
も
可
威
に
大
な
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
今
、
中
位
歎
の
値
よ
り
日
開
別
せ
る
宿
の

三
恒
分
に
於
い
て
、
最
多
の
限
界
を
見
る
に
、
各
、
一

定
の
限
界
を
定
め
得
る
が
如
〈
に
思
は
れ
る
。
次
表
の

却
〈
で
あ
る
。

第
十
九
巷

(
第
三
統
一
四
一
)

水産周刊漁船遭難統計参問。当時

四
四
九



雑

漁
船
白
遭
難
に
就
い
て

録

最普最

最

高

田

限

界

一
四
|
七
九

二

七

三

士

O

三

九

七

O
λ

最
高
の
算
術
平
均

三
九

一
三
四

二
凶
一

多詔少

地地地

方方方

却
も
二
十
一
ヶ
年
聞
の
事
責
に
徴
す
れ
ば
、
最
少
地
方

に
於
り
る
最
多
の
遭
難
数
は
七
九
隻
で
あ
る
か
ら
、
此

の
最
少
地
方
に
麗
す
る
諮
問
制
に
於
い
て
は
、
少
〈
も
七

九
隻
程
度
の
遭
難
数
の
生
起
す
べ
き
こ
ピ
を
議
想
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
o
同
誌
に
普
通
の
地
方
に
於
い
て
は

三
七

O
隻
迄
を
、
最
多
の
地
方
に
於
い
て
は
七

O
入
佳
品

迄
を
後
生
可
能
の
範
国
ご
し
な
り
れ
ば
な
ら
ね
。
但
し

北
海
道
は
最
多
地
方
の
島
根
に
比
較
し
て
も
四
倍
併
の

遭
難
数
を
示
す
地
方
で
あ
る
か
ら
之
を
除
き
本
土
の
み

に
就
い
て
其
限
界
を
見
れ
ば
、
五
二
九
隻
が
最
高
限
界

ご
な
る
o

術
此
等
の
貼
に
就
い
て
は
、
偏
傍
の
研
究
を

試
み
、
各
牒
別
に
詳
細
に
論
宇
べ
き
問
題
を
存
す
る
の

で
あ
る
が
、
此
の
小
論
に
於
い
て
は
之
を
他
日
に
期
し

最
高
値
の
算
術
卒
均
を
算
出
し
、
右
三
極
分
に
属
す
る

諸
問
師
に
於

ν
て
普
通
に
生
じ
得
ぺ

L
Z
考
へ
ら
る
、
最

多
遁
難
敷
E
俄
定

L
て
お
〈
。
従
っ
て
此
の
値
に
依
れ

第
十
九
巻

(
第
三
鶴
一
回
二
)

四
五

O

ば
、
最
多
地
方
に
於
け
る
普
通
に
生

ι得
べ
き
最
多
謹

難
数
は
二
四
一
隻
で
あ
り
、
普
通
地
方
は
二
ニ
四
隻
、

最
少
地
方
は
三
九
隻
で
あ
っ
て
、
極
め
て
大
健
な
が
ら

此
の
三
極
分
に
属
す
る
諸
膝
の
特
徴
を
窺
ふ
に
足
る
の

で
あ
る
。

夏
に
之
を
地
問
上
に
見
れ
ば
一
唐
明
か
で
あ
っ
て
、

遭
難
最
多
地
方
又
は
之
に
屯
似
の
遭
難
数
を
示
す
普
通

地
方
に
属
す
る
一
部
の
地
方
は
、
大
概
ね
暖
流
流
域
に

在
っ
て
漁
業
の
最
も
盛
に
、
沿
岸
、
近
海
、
遠
洋
漁
業

の
共
に
振
へ
る
地
方
で
ゐ
る
が
、
叉
地
形
的
に
見
れ

ば
、
岬
角
地
方
で
、
暴
風
の
襲
来
を
受
け
易
き
地
方
で

め
る
。
聞
も
、
宮
城
の
金
導
山
附
近
、
鹿
島
灘
を
控
ふ

る
茨
城
、
千
葉
の
九
十
九
里
、
銚
子
方
面
、
知
多
竿
島
、

大
王
埼
よ
b
潮
岬
に
百
七
る
愛
知
、
三
重
(
熊
野
灘
)
、
和

歌
山
ゆ
沿
海
、
熔
灘
、
伊
珠
灘
、
且
qE
環
海
峡
、
豊
後
水

道
を
佐
ふ
る
愛
媛
、
大
分
の
二
勝
、
而
て
、
設
も
南
端

の
仰
角
地
方
で
あ
り
島
明
に
富
む
鹿
山
帆
島
豚
の
沿
海
等

が
郎
ち
之
で
あ
る

Q

此
等
の
地
方
は
、
秋
刀
魚
、
組
、

鰹
、
鮪
等
の
廻
旋
性
魚
族
の
漁
業
を
主
E
し
、
太
平
洋

岸
の
水
産
上
最
も
重
要
な
る
位
置
を
占
む
る
地
方
で
あ



る
。
而
て
西
南
海
に
於
い

τは
長
崎
騒
が
最
多
地
方
に

入
る
の
で
あ
る
が
、
之
又
岬
角
島
唄
の
地
方
で
、
島
原

竿
島
方
面
、
大
村
鴻
よ
b
五
島
附
近
及
び
畳
岐
、
劃
ぼ
何

等
我
闘
に
於
け
る
重
要
漁
場
た
る
己
共
仁
暴
風
の
襲
来

頻
繁
な
る
地
方
で
あ
る
。

日
本
一
砕
岸
に
於
い
て
は
島
根
瞬
沿
海
は
最
多
地
方
に

麗
し
、
演
田
沖
合
、
隠
岐
附
近
の
良
好
な
る
漁
場
は
人

の
知
る
所
で
ゐ
h
烏
賊
漁
業
は
特
に
著
名
で
あ
る
が
、

遭
難
の
季
節
を
明
に
せ
ぬ
た
め
に
、
此
等
の
関
係
を
即

断
す
る
事
を
得
な
い
。
山
口
腕
は
日
本
海
方
面
に
面
す

る
部
分
ご
瀬
戸
内
海
に
面
す
る
部
分
古
ゐ
h
J
、
然
か
も

亦
、
遭
難
も
闘
方
面
に
在
hノ

τ、
直
も
に
何
れ
を
以
っ

て
多
し
ご
す
る
事
を
得
な
い
が
、
大
館
に
於
い
て
、
阿

武
、
大
獄
、
豊
浦
三
郡
の
沿
海
に
比
較
的
多
き
を
以
っ

て
、
般
に
日
本
海
方
面
の
部
に
加
へ
た
の
で
あ
る
。

更
に
北
海
道
に
至
つ
て
は
、
鮭
、
総
、
健
、
鯨
、
縮
、

蟹
等
の
漁
業
に
於
い
て
、
又
昆
布
其
他
の
海
藻
並
に
軟

館
類
殊
に
貝
類
の
一
採
取
に
於
い
て
我
困
の
最
大
漁
場
で

あ
る
が
、
暴
風
雲
、
濃
霧
、
寒
気
等
が
漁
業
を
困
難
な

ら
L
む
る

E
共
に
、
漁
般
の
改
良
費
達
、
極
め
て
遅
々

難

A鍛

甑
船
田
遭
難
に
就
い
て

古
し
て
進
ま
F
る
結
果
は
、
主
(
遭
難
数
に
於
い
て
全
国

に
冠
絶
す
る
の
結
果
を
生
じ
て
ゐ
る
次
第
で
ゐ
る
o

太
卒
洋
岸
に
於
い
て
は
紀
伊
水
道
よ
り
土
佐
潟
に
か

り
で
徳
島
、
高
知
の
沿
海
、
日
本
海
に
在
つ
て
は
能
登

竿
島
よ
h
佐
渡
に
至
る
新
潟
、
富
山
、
石
川
の
沿
海
が

上
越
の
最
多
地
方
に
於
い
て
遭
難
多
量
地
方
で
あ
る
。

英
他
の
地
方
は
、
大
概
ね
内
法
内
鴻
の
漁
業
を
主
正
す

る
か
、
沿
岸
の
小
漁
業
以
上
に
振
は
.3
る
地
方
で
あ
る

が
、
倫
漁
業
相
嘗
盛
な
る
地
方
じ
て
少
き
は
、
主

Z
L

て
地
形

z
天
候
の
関
係
に
依
る
も
の
ご
考
へ
ら
れ
る
が

此
蕗
に
個
阜
の
地
方
を
吟
味
す
る
遣
を
有
せ
胞
の
で
、

詳
越
を
遊
り
る
。
次
に
、
地
理
上
の
阪
城
よ
h
見
て
、

太
平
洋
岸
、
日
本
海
岸
、
西
南
海
、
或
は
北
海
道
沿
海

ご
細
別
し
、
共
特
徴
を
定
時
様
ご
し
た
け
れ
ど
も
、
北

海
道
沿
海
が
特
に
大
な
る
ご
、
太
卒
洋
岸
が
、
日
本
海

方
面
に
比
し
て
僅
に
大
な
る
傾
向
を
見
る
の
み
で
ゐ
っ

て
、
よ
b
以
上
の
特
殊
な
る
傾
向
を
窺
ふ
こ
ご
は
出
来

な
炉
っ
た
が
、
此
等
の
賠
に
就
い
て
は
、
今
後
、
地
方

的
事
情
を
明
に
し
て
、
再
び
論
じ
て
見
た
い
さ
思
ふ
。

既
に
述
べ
た
様
に
、
一
地
方
一
年
の
遭
難
数
己
し
て

(
第
三
駿
一
回
一
ニ
)

第
十
丸
佳

四
E 



雑

録

挽
船
田
遭
難
に
就
い
て

蓋
然
低
説
得
べ
き
は
一

O
愛
で
ゐ
る
が
、
更
に
頒
繁
数

表
を
作
っ
て
遭
難
数
分
布
の
紋
態
を
見
る
に
夫
の
如
〈

で
あ
っ
て
、
之
に
依
っ
て
見
る
も
前
述
の
結
果
が
大
鶴

に
於
い
て
誤
な
き
も
の
さ
言
ふ
-
》
さ
が
曲
家
る
。

遭

• 
障

政
了ー一
o

二
ー
ー
ニ
O

ニ一
1
i
l
=
一O

E

了
|
四
O

四一

'
l
l
王
O
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ア
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四
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玉
、

比

寧四
七
・
宜
が

二
回
・
六

一0
・
穴

六・

c
一一・一一

四・二一
四
・
八

五
遭
難
漁
帥
如
来
組
員
の
苑
己
率

遭
難
人
員
は
年
に
依
り
差
異
は
あ
る
が
、
明
治
三
五

年
乃
至
大
正
一

O
年
の
二
十
グ
年
の
事
賞
に
徴
す
る
に

二
四
七
一
人
乃
至
四
九
五
五
人
の
範
囲
に
在
っ
て
其
算

術
卒
均
は
三
入
一
九
人
、
極
め
て
大
館
に
見
て
四
千
人

内
外
の
遭
難
者
を
生
守
る
わ
け
で
あ
る
o

而
て
此
等
遁

第
十
九
巻

四
五・

(
第
三
統
一
四
回
)

難
者
中
一
六
・
入
似
乃
至
一
二
六
・
五
%
の
者
、
却
も
算
術

平
均
に
依
れ
ば
、
二
三
・
凶
U

刊
の
漁
夫
が
生
命
を
失
ム

こ
吉
、
な
る
。
銑
に
遁
ペ
た
如
〈
、
遭
難
漁
船
中
、
乗

組
員
あ
る
も
の
は
全
遭
難
漁
船
の
入

O
Mを
占
む
る
の

で
も
る
か
ら
、
遭
難
数

ω年
卒
均
(
算
術
)
一

O
二
四
隻

に
就
い
て
乗
組
員
め
る
も
の
は
入
一
九
隻
ご
な

h
、
右

の
死
己
者
入
九
三
入
金
之
に
卦
比
す
れ
ば
、
一
隻
蛍
b

一
人
(
一
・

O
九
)
の
死
己
者
を
数
ム
る
こ
正
、
な
る
o

(
中
位
数
に
依
れ
ば
一
・
一
入
)

我
闘
の
漁
業
者
は
本
業
記
し
て
之
を
盛
h
u

者
男
女
を

令
せ
六
十
七
高
像
、
而
て
兼
業
を
な
す
者
が
略
々
之
ご

同
数
あ
る
も
の
ご
す
れ
ば
、
会
漁
業
者
は
百
四
、
五
十

高
ご
な
る
が
、
今
、
沖
合
出
漁
、
遭
難
の
機
曾
ゐ
る
は

主
Z
L
て
、
本
業
者
に
し
て
且
男
の
み
Z
般
定
す
れ

ば
、
主
(
敷
は
大
約
五
十
二
高
ご
す
る
事
が
出
来
る
o

而

て
、
年
々
の
遭
難
者
は
略
四
千
人
で
あ
る
か
ら
本
業
に

し
て
且
つ
男
で
あ
る
漁
業
者
の

0
・
七
弱
が
遭
難
の
厄

に
泡
ひ
、
而
て
其
二
三
・
四
%
が
生
命
を
失
ふ
の
で
あ

る
か
ら
、
結
局
、
本
業
男
子
漁
業
者
の

0
・
一
%
削
も

千
人
に
一
人
の
死
己
者
を
見
る
4
ご
、
、
な
る
。
併
し
、



賞
際
に
於
い
て
、
漁
業
者
数
の
極
め
て
暖
除
で
あ
り
、

且
つ
此
等
漁
業
者
の
中
、
果
し
て
幾
何
の
者
が
、

hr
、

る
危
険
を
胃
し
て
漁
坊
に
従
事
す
る
か
、
明
か
で
な
い

か
ら
、
此
の
結
果
た
る
値
も
、
右
の
諸
仮
定
を
認
め
て

の
み
、
意
味
が
あ
り
、
主
(
範
閣
内
に
於
い
て
の
み
、
信

守
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

穴

結

論

以
上
過
ぺ
来
っ
た
所
を
要
約
す
れ
ば
我
悶
沿
岸
に
於

い
て
、
年
々
九
四

O
隻
(
中
位
数
)
内
外
の
遭
難
漁
船
を

敷
ふ
る
を
以
っ
て
普
通
ご
す
ぺ
〈
、
主
(
算
術
卒
均
は
一

O
二
四
隻
を
一
不
し
、
其
中
、
乗
組
員
ゐ
る
漁
船
は
入

O

%
を
占
め
て
ゐ
る
。
季
節
的
に
見
れ
ば
九
月
以
降
十
二

月
に
至
る
期
聞
が
遭
難
最
も
多
〈
、
六
、
七
の
雨
月
が

最
も
少
h
u

。
北
海
道
は
九
月
以
降
四
月
に
至
る
期
間
に

於
い
て
最
も
多
レ
。
地
方
的
に
見
れ
ば
、
沿
岸
岬
角
地

方
、
漁
業
繁
盛
地
多
〈
叉
太
卒
洋
は
日
本
海
に
比
し
穂

美
数
が
多
い
。
北
海
道
は
内
地
の
中
最
も
多
言
島
根
の

四
倍
に
蛍
り
、
会
闘
の
遭
難
数
の
一
一
一
併
を
占
め
て
ゐ

る
。
新
く
し
て
失
ふ
年
々
の
漁
師
加
は
、
漁
舶
現
在
教
の

二
名
、
而
て
、
噛
困
難
漁
夫
は
約
四
千
人
、
士
(
苑
己
者
は

雑

録

漁
船
の
遭
難
に
就
い
て

遭
難
者
の
二
一
一
一
%
、
本
業
漁
業
者
(
男

)ω
一
花
で
あ
る
。

新
く
の
如
、
き
遁
難
を
惹
起
せ
し
む
る
主
た
る
原
凶
が

天
候
に
在
る
事
は
言
ム
迄
も
な
い
が
、
殊
に
我
闘
は
南

方
よ
り
来
る
雨
風
に
見
舞
は
る
、
機
曾
の
極
め
て
多
い

ご
共
に
、
支
那
大
陸
に
費
生
す
る
低
気
回
世
は
又
我
国
沿

岸
に
進
行
し
来
h
、
暴
風
の
図
を
な
す
が
故
に
、
此
等

に
依
っ
て
生
す
る
天
候
の
幾
化
は
屡
々
多
数
の
漁
船
を

し
て
、
悲
惨
な
る
遭
難
の
運
命
に
陥
れ
L
h
u
る
も
の
で

あ
る
。
而
て
、
此

ω二
個
の
暴
風
の
原
因
中
、
険
風
は

晩
夏
初
秋
に
我
沿
岸
を
襲
ひ
、
低
気
歴
の
襲
来
は
主
芭

ψ
干

し
て
四
、
五
の
雨
月
で
あ
る
が
、
我
闘
に
於
い
て
普
通

暴
風
季
節
ご
言
は
る
、
は
右
の
殿
風
の
襲
来
期
な
る
晩

夏
初
秋
で
あ
っ
て
、

'K
遁
せ
る
如
く
、
漁
舶
の
澄
雄
教

も
此
の
時
期
に
最
も
多
い
の
で
あ
る
。
北
海
道
の
天
候

は
内
地
己
は
著

L
〈
異
h
、
風
速
に
就
い
て
見
る
も
四

季
何
れ
も
内
地
よ
り
も
強
〈
、
殊
に
冬
期
に
於
い
て
甚

ピ
し
い
の
で
十
月
乃
至
五
月
は
暴
風
季
節
で
あ
る
。
北

海
道
沿
海
の
遭
難
が
此
の
季
節
に
多
い
'
」
古
は
既
に
述

べ
た
る
所
で
あ
る
。
遭
難
の
最
も
少
い
の
は
六
月
、
七

月
で
あ
る
が
、
此

ω時
期
が
暴
風
の
最
も
少
い
時
で
あ

(
第
三
焼
一
四
五
)

第
十
九
巻

中川源三郎日本気候事 P.270

日本水路誌第七巻 p.II.

帯

主会持

四
五
=
一



雑

抽
出
船
田
遭
難
に
就
い
て

鋭

る
事
は
言
ふ
迄
も
な
い
。
要
之
、
遭
難
の
季
節
的
現
化

は
暴
風
の
季
節
的
援
化
Z
殆
ん
ど
相
一
致

L
、
結
局
、

暴
風
の
襲
来
の
頒
繁
度
数
並
に
勢
力
の
強
弱
に
依
b
、

遭
難
漁
船
数
に
麗
化
を
生
す
る
の
で
あ
る
o

斯
か
る
天
候
獄
態
の
援
化
は
自
然
カ
t
ゐ
勺
て
入
品
却

の
如
何
言
も
な
し
能
は

F
る
所
で
あ
る
。
入
力
の
よ
く

な
L
得
る
所
の
も
の
は
、
此
危
険
な
る
自
然
カ
を
防
止

[
得
る
漁
船
E
技
術
吉
を
有
し
、
且
又
之
よ
り
避
難
す

る
諸
施
設
を
講
守
る
事
で
ゐ
る
。
然
る
に
我
闘
に
於
い

て
は
此
等
の
諸
鮎
に
侠
〈
る
所
の
大
に
あ
る
が
た
め
に

一
層
漁
難
の
惨
事
・
7
し
て
大
な
ら
し
む
る
傾
が
な
い
で

は
な
い
。
二
、
一
二
そ
の
原
因
を
患
寸
れ
ば
、
漁
船
陸
の

狭
少
、
設
備
の
不
完
全
、
漁
携
技
術
上
の
知
識
の
不
充

分
、
避
難
港
の
不
備
、
海
陸
気
象
議
報
機
関
並
に
通
信

方
訟
の
不
備
等
が
郎
も
之
で
あ
る
c

漁
船
の
後
蓬
を
統
計
に
依
っ
て
見
れ
ば
、
年
々
和
船

型
を
減
U
、
西
洋
型
を
増
加
し
、
叉
動
力
あ
る
も
の
を

増
加
し
て
動
力
な
告
も
の
を
減
宇
る
の
傾
向
は
あ
る

が
、
其
大
部
分
を
占
む
る
も
の
は
動
力
な
き
小
型
の
和

船
で
あ
る
o

而
て
又
動
力
を
有
す
さ
言
ふ
も
、
主
一
多
〈

第
十
丸
谷

(
第
三
駿
一
四
六
)

四
五
回

は
後
動
機
加
で
然
か
も
二
十
噸
又
は
二
百
石
未
満
の
も

の
が
大
部
分
を
占
め
、
然
か
も
漁
般
ご
し
て
の
設
備
は

極
め
て
不
充
分
で
あ
っ
て
従
っ
て
遭
難
の
機
曾
も
必
す

し
も
少
L
ご
せ
自
の
で
あ
る
。
現
に
漁
船
に
就
い
て

は
、
過
去
二
十
年
間
に
進
歩
の
跡
を
見
る
事
は
出
来
る

が
、
遁
難
数
の
減
少
し
行
〈
傾
向
の
認
め
得
ざ
る
事
は

先
に
遁
イ
た
る
所
で
あ
る
。
勿
論
、
此
の
間
に
於
い
て

漁
業
は
後
達
し
、
漁
場
は
遠
距
離
に
な
っ
た
に
蓮
ひ
な

い
に
而
て
、
若
f

漁
般
の
遭
難
が
、
か
、
る
事
由
に
基

ぐ
も
の
で
あ
れ
ば
、
漁
舶
は
相
劉
的
の
意
味
に
於
い

τ

杢
然
進
歩
愛
護
せ
m
H

も
の
ご
言
は
ね
ば
な
ら
肉
、
漁
船

の
畿
達
改
良
を
ば
、
漁
携
法
の
腕
礎
化
、
漁
場
の
接
選
に

相
件
は

L
む
る
必
要
の
あ
る
所
以
で
あ
る
o

極
め

τ
不

充
分
で
は
あ
る
が
、
今
、
如
何
な
る
種
類
の
漁
船
が
遭

難
の
機
曾
多
き
か
を
見
る
た
め
に
大
正
七
年
乃
至
十
年

の
算
術
平
均
値
を
示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

動

力

な

き

も

白

E
噸

又
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右
の
絶
掛
値
よ
り
比
較
す
れ
ば
、
動
力
ゐ
る
漁
船
は

金
遭
難
漁
船
の
四
併
を
占
む
る
に
過
吉
中
他
は
会
べ
て

動
力
な
き
も
ん
U

で
然
か
も
玉
噸
又
は
五
十
石
未
漏
の
も

の
が
入
九
%
を
占
め
て
ゐ
る
。
今
、
此
等
漁
舶
の
也
難

数
を
比
映
す
る
に
は
、
漁
舶
現
在
数
を
以
っ
て
除
し
同

一
軍
位
仁
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
ト
相
官
同
一
年
度
の
現
在

教
を
確
知
し
得
F
る
を
以
っ
て
、
大
正
四
年
乃
至
人
年

の
五
年
平
均
を
以
っ
て
之
に
代
へ
概
算
す
る
に
其
比
率

の
示
す
所
は
動
力
般
に
遭
難
率
多
〈
叉
動
力
な
き
も
の

の
聞
に
於
い
て
は
船
型
の
大
な
る
も
の
に
遭
難
率
が
大

で
あ
る
o

此
等
の
事
費
は
、
漁
場
の
距
離
叉
は
漁
務
法

、
己
漁
船
ご
の
間
の
関
係
の
比
例
せ

F
る
事
が
主
因
な
ら

ん
も
、
漁
船
運
用
術
の
不
充
分
な
る
噂
』
吉
、
通
信
機
関

の
殆
ん
Y)
設
備
な
F
こ
吉
、
避
難
法
の
備
な
き
こ
ご
等

仁
も
よ
る
可
〈
、
或
闘
に
於
い
て
は
、
漁
舶
の
改
良
後

雑

鍛

漁
船
田
遭
難
に
就
い
て

音十
宜
，、

建
E
相
挨
っ
て
避
難
港
の
設
置
は
急
務
な
る
可
〈
、

通
信
機
関
に
就
い
て
も
最
近
、
漁
般
に
簡
易
無
線
電
信

の
設
備
を
許
き
る
、
に
至
h
、
現
今
、
入
十
傍
隻
の
漁

船
が
之
を
具
ふ
る
に
至
れ
る
が
、
此
等
誌
備
の
完
成

三
嘗
業
者
の
技
術
知
識
の
後
達
ご
は
従
来
の
莫
大
な

る
遭
難
数
を
著
し
〈
減
少
す
る
機
運
を
作
る
に
至
る
で

あ
ら
う
c
従
っ
て
此
蕗
に
吾
人
の
要
望
す
る
所
の
も
の

は
、
水
産
技
術
数
育
の
充
賀
子
」
粛
張
で
あ
h
、
叉
水
産

科
皐
研
究
の
奨
胤
で
あ
る
o

我
闘
に
於
い
て
此
の
方
面

に
劃
す
る
一
般
の
注
意
の
敏
け
、
蛍
局
者
に
於
い
て
も

此
の
駄
に
就
い
て
多
く
意
を
用
ひ
な
い
の
は
遺
憾
三
員

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
又
、
現
肢
に
於
い
て
侠
〈
る
所

の
も
の
は
、
技
術
並
じ
知
識
の
問
題
の
み
な
ら
中
経
傍

資
金
の
問
題
で
あ
る
o

漁
業
資
金
の
不
足
は
、
不
充
分

な
る
設
備
の
漁
船
を
、
遠
洋
近
海
に
用
ひ
、
軍
に
資
本

的
冒
険
の
み
な
ら
守
技
術
的
胃
険
を
試
み
る
の
で
あ
る

か
ら
、
世
人
一
般
よ
り
、
漁
業
を
危
険
減
古
る
、
も
飲

な
き
ζ
Z
で
は
な
い
。
漁
業
資
金
の
問
題
は
、
現
存
の

漁
業
問
題
解
決
の
鍵
鎗
で
あ
る
。
而
て
此
の
資
金
の
問

題
の
解
決
策
志
し
て
の
研
究
問
題
の
一
ご
し
て
、
漁
業

(
第
三
駿
一
四
七
)
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十
九
巻
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雑
録
鴻
替
の
遁
調
に
上
る
輸
出
掛
哨
加
に
就
て

経
獲
組
織
の
問
題
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
此
の
問
題

の
考
究
さ
れ
解
決
さ
る
、
に
非
れ
ば
異
に
経
営
上
の
危

険
を
分
散
し
漁
業
を
安
全
に
し
、
資
金
を
吸
牧
す
る
事

は
困
難
で
ゐ
ら
う
o
余
は
水
産
経
済
上
、
此
の
問
題
を

重
要
現
す
る
が
伎
に
・
他
日
稿
を
改
め
て
詳
論
し
た
い

も
ご
恩
ふ
。

如
上
の
諸
方
策
は
何
れ
も
危
険
致
防
策
で
あ
る
が
、

預
防
策
は
結
局
珠
防
策
で
あ
っ
て
、
之
の
み
を
以
っ
て

し
て
は
、
漁
業
者
の
被
害
を
償
ひ
、
彼
等
の
業
務
、
生

活
を
安
全
に
し
、
家
族
の
生
活
を
保
障
す
る
事
を
得
な

い
、
此
蕗
に
、
保
険
の
必
要
を
認
め
る
の
で
ゐ
る
が
、

上
過
の
如
き
極
め
て
概
括
的
の
研
究
に
依
る
も
、
漁
船

並
に
漁
業
者
の
保
険
は
可
能
の
如
〈
考
へ
ら
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
此
等
の
駄
に
闘
し
て
は
如
上
の
諸
貼
を
二
府

計
数
的
に
研
究
す
る
さ
共
に
、
漁
船
建
造
費
、
漁
業
吉

季
節
並
に
気
象
鐙
化
の
影
響
等
を
考
察
す
る
必
要
ゐ
る

可
〈
、
漁
業
現
勢
調
査
の
如
、
支
¥
漁
村
調
査
の
如
き
が

此
等
の
目
的
に
艶
し
一
屠
必
要
な
る
が
痛
戚
吾
る
、
の

で
あ
る
。
夏
に
材
料
を
整
へ
、
計
数
の
正
確
を
期
し
-

て
、
詳
密
の
研
究
を
試
み
る
希
望
を
有
す
る
が
、
今
此

第
十
九
巻
(
第
三
挽
一
四
人
)

彪
に
は
、
大
要
を
記
じ
て
、
概
括
論
に
止
む
る
次
第
で

あ
る
。

四
賀
大


